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昨
年
は
森
友
・
加
計
問
題
と
北
朝
鮮
問
題
で
始
ま
り
森
友
・
加
計
問
題
と
北
朝
鮮
問
題
で

終
わ
っ
た
感
じ
が
し
ま
す
。 

森
友
問
題
は
、
豊
中
市
議
の
情
報
公
開
請
求
が
切
っ
掛
け
で
明
る
み
に
出
た
も
の
で
、
情

報
公
開
請
求
の
重
要
性
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
同
時
に
行
政
の
公
文
書
の
管
理

が
い
か
に
杜
撰
で
あ
る
か
も
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。
森
友
・
加
計
問
題
の
両
方
と
も
安
倍

首
相
の
関
与
が
無
か
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
り
ま
し
た
が
、
現
時
点
で
も
国
民
に
真
摯
で
丁

寧
な
説
明
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
の
幕
引
き
は
決
し
て
許
さ
れ
ま
せ
ん
。 

安
倍
首
相
は
国
難
打
開
と
し
て
突
然
衆
議
院
を
解
散
し
ま
し
た
。
憲
法
第
７
条
に
依
拠
す

る
解
散
で
し
た
が
、
首
相
の
恣
意
的
な
解
散
に
は
大
い
に
疑
問
を
感
じ
ま
す
。
結
果
は
自
民

党
が
現
状
維
持
、
与
党
で
改
憲
の
発
議
が
可
能
な2/3

を
確
保
す
る
結
果
と
な
り
、
民
進
党

の
崩
壊
等
野
党
の
敵
失
も
あ
り
、
安
倍
一
強
政
治
が
続
く
結
果
と
な
り
ま
し
た
。 

和
泉
市
で
は
今
大
き
な
事
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
新
病
院
の
建
設
と
庁
舎
の
建

替
え
で
す
。
い
ず
れ
も
耐
震
性
を
満
た
さ
な
い
建
物
の
更
新
で
す
の
で
一
定
や
む
を
え
な
い

事
で
す
が
、
大
き
な
事
業
費
が
市
の
財
政
に
影
響
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
今
ま
で
以
上

に
財
政
規
律
を
逸
脱
し
な
い
よ
う
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

新
病
院
は
今
年
の
４
月
開
院
を
目
指
し
急
ピ
ッ
チ
で
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
立

病
院
は
徳
洲
会
を
指
定
管
理
者
と
す
る
民
営
化
に
よ
り
、
収
支
は
大
き
く
改
善
し
て
い
ま

す
。
新
病
院
へ
円
滑
に
移
行
出
来
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。 

一
方
新
庁
舎
に
つ
い
て
は
、
現
地
で
の
建
て
替
え
が
決
ま
り
、
借
地
の
解
消
も
実
現
し
、

現
在
新
庁
舎
の
レ
イ
ア
ウ
ト
の
検
討
が
進
ん
で
い
ま
す
。
気
に
な
る
点
は
事
業
費
が
計
画
段

階
よ
り
大
幅
に
高
く
な
っ
て
い
る
事
で
す
。
将
来
の
人
口
減
少
時
代
の
到
来
も
見
据
え
ミ
ニ

マ
ム
な
庁
舎
の
実
現
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

「
先
人
は
そ
の
思
慮
の
浅
き
こ
と
を
憂
い
、
子
孫
は
そ
の
判
断
の
過
ち
を
嘆
く
」
こ
と
の

無
き
よ
う
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
参
り
ま
す
。 

昨
年
末
広
島
高
裁
で
伊
方
原
発
の
運
転
差
し
止
め
の
決
定
が
あ
り
ま
し
た
。
高
裁
で
の
初

め
て
の
差
し
止
め
の
決
定
で
、
全
国
で
起
こ
さ
れ
て
い
る
原
発
訴
訟
に
少
な
か
ら
ず
良
い
影

響
が
あ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

近
は
同
様
の
訴
訟
で
原
告
敗
訴
の
結
果
が
続
い
て
い
ま
し

た
が
、
流
れ
が
変
わ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
決
定
は
退
官
間
近
の
気
骨
の
あ

る
裁
判
官
が
出
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
が

後
と
な
ら
な
い
よ
う
期
待
し
て
い
ま
す
。 

 

平
成
三
十
年 

正
月 

 
 
 
 

小
林
昌
子 
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四
国
電
力
伊
方
原
発
運
転
差
し
止
め
の
決
定 

広
島
高
等
裁
判
所
で 

 
 

高
裁
レ
ベ
ル
で
運
転
差
し
止
め
の
初
判
断 

画
期
的
！ 

朝⽇新聞 
H29.12.21朝刊 

●画期的な決定出る 
このような中で今回画期的な決定があ

りました。点検中の伊⽅原発の運転を差し
⽌めた広島⾼裁決定です。政府も四国電⼒
もこの決定を真摯に受け⽌めるべきにも
かかわらず、政府はエネルギー政策上原⼦
⼒は基幹電⼒の⼀つであり、規制委員会の
厳密な基準に合格した原発はこれからも
稼働するとしています。かつて再稼働を差
し⽌めた福井地裁の樋⼝裁判⻑は「きわめ
て多数の⼈の⽣存そのものに関する権利
と電気代の⾼い低いの問題を並べて論じ
るような議論に加わったり、その議論の当
否を判断すること⾃体、法的には許されな
い」と断じています。肝に銘ずべきです。

今までも地裁レベルで差し⽌めの決定
が出ていましたが、同⼀地裁の再度の決定
や⾼裁で差し⽌めの決定が覆っています。
今回も広島⾼裁で違う裁判官が判断する
ことになりますが、なんとか差し⽌めの決
定が維持されることを願っています。 

 
●今回決定で⽰唆的な所 
■規制委判断の合理性 
 広島地裁決定は、過去最⼤規模の噴⽕は
発⽣可能性が相応の根拠をもって⽰され
ない限り、⾃然災害として想定しなくて
も、原発の安全性に⽋けることはないと判
⽰する。しかし、原⼦⼒規制委の安全性審
査は各分野の学識経験者らの科学的、専⾨
技術的知⾒に基づく合理的な判断に委ね
る趣旨と解される。 
 裁判所の考える社会通念に関する評価
と、最新の科学的、技術的知⾒に基づき専
⾨技術的裁量によって策定した⽴地評価
の⽅法との間に隔たりがあることをもっ
て、広島地裁のように限定解釈をして判断
基準の枠組みを変更することは、原⼦炉等
規制法や新規制基準の趣旨に反し許され
ない。 
 

●東⽇本⼤震災の教訓を忘れたか
東⽇本⼤震災が発⽣して早6年が経ちましたが、

未だに多くの⽅が故郷に帰れない状態が続いてい
ます。東京電⼒福島第1原⼦⼒発電所がメルトダウ
ンし、多くの放射能が⼤気中や海に流出し、現在に
おいても完全に防ぎきれていない状態が続いてい
ます。原発事故に伴う放射能は、⼈間が制御できる
範囲を超えた厳しいもので、⼀時は⾸都東京も避難
対象となりかねない状態でした。 

その結果震災後すべての原発が停⽌しましたが、
あの未曾有の事故を忘れ去ったように川内・⾼浜・
伊⽅原発（今回決定の対象）が再稼働し、多くの原
発が再稼働に備えて準備・審査中です。 

以下は現在の原発の状況です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朝⽇新聞 
H29.12.21朝刊 
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●債権管理の⼀元管理について 
【質問】 

市税や国⺠健康保険などの納付期限を過ぎた滞納債権
は、滞納債権整理回収課に引き継がれると聞いている
が、引き継がれる債権と市税・国⺠健康保険料の徴収
率及び滞納繰越額は︖ 

【答弁】 
引き継がれる債権は、公債権として市税、国⺠健康保
険料、介護保険料、後期⾼齢者医療保険料、保育料が
あり、私債権として奨学⾦返還⾦、留守家庭児童会保
護者負担⾦等がある。 
徴収率、滞納繰越額は下記の通りで、国⺠健康保険の
徴取率を除いていずれも好転している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【質問】 
債権回収についてどのような⼯夫をしているか 

【答弁】 
滞納額を増加させないため、市税等納付センター（コ
ールセンター）による⾃主納付の呼びかけを重点的に
⾏い、滞納の未然防⽌を⾏っている。滞納後の債券回
収については、引き継ぎ後速やかに滞納者の財産調査
を⾏い、財産の判明した滞納者から順次交付交渉を⾏
い、早期の債権回収につながっている。 

【質問】コールセンターの委託料及び回収額は 
【答弁】 

市税等納付案内センターいわゆるコールセンターは平
成 26 年度に設置し、滞納債権の太宗を占める市税、国
⺠健康保険料のほか保育料、介護保険料などの納付勧
奨を⾏っており、平成 28 年度の委託料は約 760 万円
である。回収実績は平成 26 年度 6,100 万円、27 年度
4,500 万円、28 年度 4,700 万円である。 

【質問】延滞⾦の取り扱いは 
【答弁】 

市税や国⺠健康保険料等について、国税徴収法や地⽅
税法に基づき延滞⾦を加算して徴収している。 

【質問】 
納付交渉しても納税が無い時の差し押さえは 

【答弁】差押え件数は以下の通り 
 

 
 
 
 
 
 
 

【質問】 
⾼い徴収率を挙げているが、更に増収を図るための今
後の取り組みは 

【答弁】 
今後の再建回収について、これまで培った職員のノウ
ハウ、コールセンター、⼤阪府域地⽅税徴収機構、こ
れら三位⼀体の活⽤を強化し、債権回収に努める。 
コールセンターについては、初期の滞納案件の解消に
活⽤し、納付意欲の低い滞納者には、滞納処分の強化
などで徴収率の向上に取り組む。 
また⼤阪府と府内市町村で共同運営している⼤阪府域
地⽅税徴収機構とも連携をすすめ、未解決の⾼額滞納
案件の処理を進めたい。限られた⼈員で効率よく債権
回収を進めるため、今後とも先進⾃治体の事例や外部
委託など研究しながら徴収を⽬指す。 
 

●⼦ども⽀援について 
[問]法律改正で「⼦育て世代包括⽀援センター」の設
置が義務付けられたが、本市の予定とセンターの業務
内容は 
[答]個⼈情報の取扱いや連携体制の構築等、設置に向
けた課題整理を⾏っている。業務は任産婦及び乳幼児
等の実情把握や各種相談に応じ必要な情報提供、助⾔、
指導を⾏う事。⽀援プランを策定する事等である。 
[問]宿泊型産後ケア事業の実施状況と本市の考え及び
庁舎建設を機に健康推進づくり推進室と⼦ども未来室
を同じ所に作りワンストップで対応できる様望むが市
の考えは 
[答]府内では 13 市町が実施し、情報収集、課題整理を
⾏っている。保健センターについては現病院南館に移
転の⽅向で検討 
[問]虐待相談と解決件数及び継続中と担当者数、虐待
が最も⻑引いた対応年数は 
[答]H27 年 250 件、H28 年 446 件、H29 年 10 ⽉末
で 431 件。継続中は 10 ⽉末で 1176 件。最⻑は⽣後
2 ケ⽉から 14 年経過。担当者は 3 名 
[問]泉南各市町の⼈員は本市よりもずっと充実してい
る。本市の虐待対応⼈員は倍増しても良い位の数字だ。
今後の対応は 
[答]虐待が多い時は管理職も含め対応しているし、年
10 回を超える研修でスキルアップを図っている 
[要望]努⼒は理解している。しかし現状体制では無理
だ。是⾮⼈員確保を願う 

債権管理と⼦ども⽀援について⼀般質問 
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選挙の際に投票所に設置される投票管理者に関する住
⺠訴訟が決着しました。最⾼裁まで争いましたがオン
ブズ和泉の敗訴となりました。 
この裁判で考えさせられる事が多くありましたので、
以下ご報告いたします。 
●事案の概要は 
選挙に⾏きますと投票所に投票管理者と投票⽴会⼈が
おられることをご存知でしょうか︖ 
投票管理者（1 名）とは投票所の最⾼責任者で市の管
理職がなっています。⼀⽅投票⽴会⼈（2 名）は⾃治
会の役員等⺠間の⽅がなっています。 
これらの⼈は地⽅⾃治法上特別職に当たり、その報酬
は条例で定めなければならないとなっています。市の
条例で投票管理者は⽇額 11,000 円（当時）、投票⽴
会⼈は 1 選挙ごと 10,000 円（当時）と定めていまし
た。 
ところが実際の報酬は、投票管理者に 32,500 円、投
票⽴会⼈に半⽇交代で 10,000 円で⽇額換算で
20,000 円を⽀給していました。 
これらのお⼿盛り⽀給は違法として住⺠訴訟に訴えた
ものです。（投票⽴会⼈は⾏わず） 
●オンブズ和泉の主張は 
職員への給与等の⽀給は条例で定めなければならない
と規定されています。（給与条例主義） 
ところが投票管理者への⼿当は、内規で定めたもので
給与条例主義に反し違法であり、条例で定めた⾦額に
⽐べ 3 倍もの⾼額である。 
●判決では 
仮に投票管理者への報酬の⽀給が違法であったとして
も、投票管理者は投票⽇以外の⽇も、関連する業務（例
えば投票⽴会⼈の選任や業務の説明等）を⾏っている
から、それらを⾦銭的に評価すると市に損害は無いと
オンブズ和泉敗訴の判決を出しました。 
●裁判所の劣化が気がかり 
住⺠訴訟は公⾦の違法な⽀出を防⽌するための制度で
あるにも拘わらず、公⾦の⽀出（ここでは⾼額の⼿当
の⽀出）の違法性を判断せず、損害が無いとして請求
を棄却した事は、裁判所が住⺠訴訟の⽬的を放棄した
に等しいものです。 
●現実に成果があり実質勝訴です 
今回裁判では敗訴となりましたが、投票管理者への⼿
当の⽀給が廃⽌され、法で定める管理職特別勤務⼿当
に変更し、⾦額も約半額となりました。違法な⽀給が

なくなり、⽀給額も⼤幅に削減された事は実質的勝訴
に等しいものです。 
⼜投票⽴会⼈も半⽇の職務であることから、報酬の半
額に減額されました。 
 
昌子の日記＆予定 
12/1 都市環境委員傍聴 
12/4 総務安全委員会 
12/5 庁舎整備特別委員会 
12/6 議会運営委員会傍聴 
12/7 和泉中央駅会報配布 
12/9 万葉講座 
12/12 本会議（⼀般質問） 
12/13 和泉中央駅会報配布、本会議（⼀般質問） 
12/14 和泉中央駅会報配布 
12/15 和泉中央駅会報配布、本会議 
12/16 ⼦ども⾷堂、和のクリスマス 
12/19 和泉府中駅会報配布、新光明池駅認定こども園

⾒学 
12/20 光明池駅会報配布 
12/21 ソロプチミスト⼤阪-南陵定例会 
12/22 和泉中央駅会報配布 
12/25 北信太駅、会報配布、都市計画 

審議会傍聴 
12/26 信太⼭駅会報配布、ごみ問題 

学習会 

《事務所行事》いずれも小林昌子事務所で 

連絡先 自宅 TEL 0725-54-2626 

事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１ 

（事務所 緑ケ丘１－３－１５） 

万葉講座（場所 緑ケ丘自治会館にて） 

・講師 大高勇さん（全国万葉協会会員） 

・開催時刻  14-16 時 

・会費 年会費 3500 円  

・第 151 回（3/10 土） 和泉国万葉 

茅渟
ち ぬ

の海（堺市）～取
と

石
ろし

の池（高石市）～小竹田
し の だ

壮士
お と こ

（和泉市）～吹
ふ

飯
けい

の浜（深日・岬町） 

・第 152 回（4/14 土） 次月バス散策事前説明 

・第 153 回（ 5/20 日） バス散策 

はかなく散った有間皇子の最期の足どりを訪ね

て 藤白坂（海南市藤白）～白崎（由良町）～岩

代（みなべ町） 

パソコン講座 

・第 2、第 4 週の火曜 10 時～12 時、 

同じく     木曜 14 時～16 時 

市政相談会（事前にご連絡下さい） 

・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０ 

投票管理者住⺠訴訟終わる 
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